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4.引渡場所 

契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督員の指示によるものとす

る。 

5.貸与機械の使用 

受注者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める仕様書等によらなければならない。 

6.返還 

受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づき返還する

場合、監督員の指示に従うものとする。 

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものと

する。 

7.修理等 

受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければなら

ない。 

8.流用の禁止 

受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

9.所有権 

支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 

 

1-1-1-18 工事現場発生品 

1.一般事項 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所

で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員を通じて発注者に提出

しなければならない。 

2.設計図書以外の現場発生品の処置 

受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示した

ものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書

を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 

 

1-1-1-19 建設副産物 

1.一般事項 

受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によ

るものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工

事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、

監督員の承諾を得なければならない。 

2.マニフェスト 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）

または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示し

なければならない。 

3.法令遵守 

受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成14年5月30日）、再生

資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達､平成3年10月25日）（航空局飛行場部



第1編 共通編 第1章 総則 

1-18 

建設課長通達、平成4年1月24日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン（国土交通事務次

官通達、平成18年6月12日）、三重県建設副産物処理基準（県土整備部理事 令和5年11月）、三

重県公共建設工事における分別解体等・再資源化等実施要領（平成14年7月22日）、三重県公共

工事等暴力団等排除措置要綱を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らな

ければならない。 

4.再生資源利用計画 

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物

等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に

その写しを添付して監督員に提出しなければならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を公衆が見やすい場所に掲げなければな

らない。 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建

設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利

用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督員に提出しなければならない。 

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を公衆が見やすい場所に掲げなけれ

ばならない。 

6.実施書の提出 

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速や

かに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督員に提

出しなければならない。 

7.建設副産物情報交換システム 

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または

建設混合廃棄物、建設発生土を搬入、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に必要な

情報を建設副産物情報交換システムに入力するものとする。 

8.建設発生土情報交換システム 

受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事の実施に当たって土量、土質、土工

期等の登録されている情報に変更があった場合、監督員が通知する「登録工事番号」を用いて、

速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。なお、これにより難い場合には、監督員

と協議するものとする。 

9.特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置 

（1）受注者は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）以下「建

設リサイクル法」という」に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施につい

て適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化については、設計図書に積算条

件を示しているが、工事請負契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時

に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した事項と別の

方法であった場合でも変更の対象としない。 

但し、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は設計図書に

ついて監督員と協議するものとする。 

（2）受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第
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1. 建設副産物適正処理推進要綱 
（平成14年５月30日 国官総第122号 国総事第21号 国総建第137号） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html ） 

 

 

 

2. 再生資源の利用の促進について 
（平成３年10月25日 技調発第243－2号建設大臣官房技術審議官通達） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/003/74000066/74000066.html ） 

 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/index.html
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/003/74000066/74000066.html
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3. 三重県建設副産物処理基準 
昭和59年９月制定  
平成２年４月改定  
平成４年４月改定  
平成７年４月改定  
平成11年７月改定  
平成15年４月改定  

  平成24年７月改定  
平成27年11月改定  
平成28年 7月改定  
平成31年４月改定  

  令和２年４月改定  
令和２年８月改定 
令和３年４月改定 
令和５年４月改定 
令和５年11月改訂 

第１条 目 的 

 この基準は建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合的な対策

を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保、

資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 

 

第２条 この基準に掲げる用語の意義は次による。 

(1) 建設副産物 

 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、

「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建

設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新

築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」又はこれらのものが混合した「建

設混合廃棄物」などをいう。 

(2) 建設発生土 

 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃

棄物には該当しない。（廃掃法施行令第２条） 

 建設発生土には、 

① 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、 

② 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂（浚渫土）、その他これに類するものがある。 

 一方、「建設工事において発生する建設汚泥」は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。 

 土砂と建設汚泥の区分については、次に示す環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄

物課長通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成23年３月30日環廃産第

110329004号）によるものとする。 

【建設汚泥の取り扱い】 

 地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細
な泥状のものは、無機性汚泥（以下「建設汚泥」という。）として取り扱う。また、粒子が直径74ミ
クロンを超える粒子をおおむね95％以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり
分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上
支障のないものは土砂として扱うことができる。 
 泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態を
いい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN／㎡以下又は一軸圧縮
強度がおおむね50 kN／㎡以下である。 
 しかし、掘削物を標準使用ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっ
ても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り
扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外
である。 
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(3) 建設廃棄物 

 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第２条第１項に規定する廃棄物に該当す

るものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含む概念である。 

 建設副産物と建設廃棄物の関係及び具体例は別紙１のとおりである。 

 

第３条 適用範囲 

 この基準は、三重県が発注する建設工事から発生する建設副産物の処理に適用する。 

 

第４条 基本方針 

 発注者及び施工者は、「建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」、「三

重県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関す

る指針」及び「建設リサイクル推進計画2020～「質」を重視するリサイクルへ～」並びに次の基本方

針により、適切な役割分担のもとに建設副産物に係る総合的対策を適切に実施しなければならない。 

(1) 建設副産物の発生の抑制に努めること。 

(2) 建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること。 

(3) 建設副産物のうち、再使用がされないものは、再生利用に努めること。 

(4) 建設副産物のうち、再使用及び再生利用がされないものは熱回収に努めること。 

(5) 建設副産物のうち、前３号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正に処分

すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努めること。 

 

第５条 原則化ルール 

 建設副産物の工事現場からの搬出にあたっては、以下の事項について、経済性に拘わらず実施する

ことを原則とする。 

○ コンクリート塊、アスファルト塊 

・工事現場からの距離に拘わらず再資源化施設へ搬出する。 

○ 建設発生木材（伐採根、伐採木を含む） 

・原則として再資源化施設へ搬出する。 

 ただし、工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がない場合または以下の(1)及び

(2)の条件を共に満たす場合は、再資源化に代えて縮減（中間処理施設での焼却）すること

ができる。 

(1) 工事現場から再資源化施設までの車両が通行できる道路が整備されていない場合で

あって、 

(2) 縮減をするために行う運搬に要する費用の額が、再資源化施設までの運搬に要する費

用の額より低い場合 

○ 建設汚泥 

・工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がある場合は、再資源化施設へ搬出する。 

・工事現場から50㎞の範囲内に再資源化施設等がない場合は、適正処理（最終処分）を行う。 

○建設発生土 

・工事現場から50㎞の範囲内の他の工事現場等（国有地又は公有地、民間建設工事を含む）

へ搬出する。 

・工事現場から50㎞の範囲内の他の工事現場等（国有地又は公有地、民間建設工事を含む）

へ搬出できない場合、民有地（再資源化施設等を含む）へ適正に処理する。 
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第６条 各段階における計画書の作成等 

１．建設工事の計画段階においては、別紙２「リサイクル計画書（概略設計・予備設計）」を作成す

る。（設計業務の受注者等が作成） 

２．建設工事の設計段階においては、別紙３「リサイクル計画書（詳細設計）」を作成する。（設計業

務の受注者等が作成） 

３．建設工事の積算段階において、建設副産物の再資源化等ができない場合は、別紙５「リサイクル

阻害要因説明書」を作成する。（積算担当者が作成） 

４．建設工事の施工段階においては 

(1) 着手前 

① 受注者は契約額が100万円以上の工事については、JACICが運用する「建設副産物情報交換シ

ステム（以下「情報交換システム」という。）を使用し、別紙６「再生資源利用計画書」及び

「再生資源利用促進計画書」を作成して、施工計画書に綴じ込んで監督員に提出（後述の規定

により作成した書面（確認結果票）を含む。）するとともに、その内容を説明するものとする。 

② 受注者は契約額が100万円未満であって、資源の有効な利用の促進に関する法律（以下、資

源有効利用促進法という。）の規定に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用

に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」（平成3年建設省令第19号）第9条に定めら

れた規模（別表左欄）及び「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用

の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」（平成3年建設省令第20号）第8条に

定められた規模（別表右欄）の工事については、「情報交換システム」を使用し、別紙６「再

生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成して、施工計画書に綴じ込んで監

督員に提出（後述の規定により作成した書面（確認結果票）を含む。）するとともに、その内

容を説明するものとする。 

 

（別表）資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事 

再生資源利用計画書（実施書） 再生資源利用促進計画書（実施書） 

次のいずれか１つでも満たす建設資材を搬入する工事 

１．土砂・・・・・・・・・・・500ｍ3以上 

２．砕石・・・・・・・・・・・500ｔ以上 

３．加熱アスファルト混合物・・200ｔ以上 

次のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出する工事 

１．土砂・・・・・・・・・・500ｍ3以上 

２．コンクリート塊、 

  アスファルト・    合計 

   コンクリート塊    200ｔ以上 

  建設発生木材 

 

③ 受注者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の現場掲示様式につい

て、公衆の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供す

るとともに、インターネット利用により公表に努めるものとする。 

④ 監督員は建設リサイクル法第10条の対象建設工事について、同11条の通知（別紙８）を行う。 

⑤ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において「再生資源利用促進計画書」

を作成するときは、あらかじめ以下の事項を確認したうえで計画を作成するとともに、その確

認の結果を記載した別紙１７「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」（以下、「確認

結果票」）を作成し、計画に添付するものとする。 
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ア. 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成１４年法律 

第５３号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、

当該届出がされていること 

イ. 計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する以下の事

項 

・当該行為が宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）による 

 改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１ 

項、第１６条第１項、第３０条第１項又は第３５条第１項の規定による許可を要する 

場合にあっては、当該許可を受けていること（規制区域が未指定の場合は、その旨を 

確認結果票に記載するものとする。） 

・当該行為が同法第２１条第１項、第２７条第１項、第２８条第１項又は第４０条第１ 

 項の規定による届け出を要する場合にあっては、当該届出がされていること（規制区 

域が未指定の場合は、その旨を確認結果票に記載するものとする） 

⑥ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において計画を作成したときは、建

設発生土を運搬する者に対し、搬出先の名称・所在地及び搬出量並びに、⑤により作成した

別紙１７「確認結果票」の内容を通知するものとし、監督員へ工事打合せ簿により報告する

こととする。これらの内容に変更があったときも、同様とする。 

⑦ 受注者は、⑤により作成した別紙１７「確認結果票」を現場掲示により公衆の閲覧に供す

るものとする。 

 

(2) 工事中 

①「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容に変更が生じたときは、「情

報交換システム」により、速やかに計画書を変更して、監督員に提出するとともに、変更した

内容を報告するものとする。また、変更した現場掲示様式を再掲示するものとする。 

② 受注者は建設副産物を工事現場から搬出する場合は廃棄物処理法に基づき産業廃棄物管理表

（紙マニフェストまたは電子マニフェスト）により、適正に処理されていることを確かめると

ともに監督員に提示する。 

③ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において「再生資源利用促進計画」

に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者（当該搬出先が工事現場

である場合にあっては、当該工事現場に係る受注者）に対し、以下の事項を記載した別紙１８

「受領書」の交付を求めるものとする。 

 ア.搬出先の名称（搬出先が工事現場の場合は建設工事の名称）及び所在地 

 イ.受注者の商号、名称又は氏名 

 ウ.搬出元の名称（搬出元が工事現場の場合は建設工事の名称）及び所在地 

 エ.利用種別、土質区分及び搬入土量 

 オ.建設発生土の搬出先への搬入が完了した日 

④ 受注者は、受領書の交付の求めを行った場合において、搬出先から受領書の交付を受けたと

きは、受領書に記載された搬出先の名称及び所在地が「再生資源利用促進計画」と一致するこ

とを確認するとともに、当該受領書の写しを監督員へ提出し、原本を「再生資源利用促進計画」

を作成した建設工事の完成日から５年を経過する日まで保存するものとする。 

   ⑤ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬入する建設工事において、「再生資源利用計画」に記
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載した搬入元から搬入したとき又は、搬入元の管理者（当該搬入元が工事現場である場合にあ

っては、当該工事現場に係る受注者）から受領書の交付を求められた場合は、搬入元の管理者

に対し、速やかに、受領書を交付するものとする。 

 

 (3) 完了後 

① 受注者は「情報交換システム」に実績報告を入力する。 

② 受注者はすみやかに別紙７「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を虚偽な

く記載して作成し、監督員に提出するとともに、確認結果票と合せて５年間保存するものとする。 

③ 受注者は、建設リサイクル法第18条に基づき以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。 

・再資源化等が完了した年月日 

・再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・再資源化等に要した費用 

なお、書面は上記②を兼ねるものとする。 

 

第７条 建設発生土 

（搬出の抑制） 

１．建設工事の施工に当たり、適切な工法の選択等により、建設発生土の発生の抑制に努めるととも

に、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めるものとする。 

（原則化ルール） 

２．三重県が発注する公共工事においては、建設発生土の利用について、次のとおり使用することを

原則とする。 

・工事現場から50㎞以内の他の公共工事から搬出される発生土がある場合には工事目的に要求さ 

れる品質等を考慮したうえで、経済性に拘わらず利用する。 

（公共事業間の利用調整及び再利用推進） 

３．建設発生土の再利用等については、建設発生土情報交換システム（JACIC 運用）を使用して事前

に情報の入出力を行い、建設発生土を必要とする工事を担当する機関または建設発生土を搬出する

工事を担当する機関との調整に努め、次の方法によって建設発生土の有効利用を図るものとする。 

 なお、土質によっては、工法等を工夫し、再資源化施設の活用、必要に応じ土質改良を行うこと

等により建設発生土の再利用及び工事間流用を図るものとする。 

［建設発生土の取り扱い］ 

建設発生土は以下に示す順序で処理するものとする。 

① 現場内流用（自ら利用） 

② 50㎞以内の「他の公共工事」に流用（ストックヤードへの搬出入含む） 

③ 50㎞以内の国有地又は公有地へ適正に処理する。 

④ 50㎞以内の「民間建設工事」に流用 

⑤ 民有地（再資源化施設等を含む）へ適正に処理する。 

なお、同一番号の中に建設発生土受入地が複数ある場合は、土量、土質、処理費等を踏まえ、適

切に選定する。 

［参考資料］ 

別紙11「表－１土質区分基準」「表－２土質区分判定のための調査試験方法」 
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別紙12「表－３適用用途標準（１）」「表－３適用用途標準（２）」 

別紙13「セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」 

（関係法令の遵守） 

４．建設発生土は、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止及び生活環境の保全上支障が生じ

ないよう、関係法令等に基づき適正に処理すること。 

（設計上の留意点） 

５．建設発生土の処理に関する設計にあたっては、以下のことに留意するものとする。 

(1)建設発生土受入地における、具体的な施工方法（盛土の形状、法面保護、排水処理等）及び特定

条件（法規制、現場状況、周辺環境、受入場所等）については、設計図書に明示する。 

(2) 建設発生土受入地の埋立て等（土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積）区域の面積が3,000

㎡以上かつ高さ1ｍを超える場合の形状及び構造上の基準は、三重県土砂等の埋立て等の規制に

関する条例（以下「土砂条例」という。）施行規則第14条によることとし、適切に設計を行う。 

（積算上の留意点） 

６．建設発生土の処理に関する積算にあたっては、以下のことに留意するものとする。 

(1) 現場内流用ができない建設発生土については建設発生土受入地を指定することを原則とし、建

設発生土受入地までの実運搬距離を計上するものとする。この場合、特記仕様書に建設発生土受

入地及び運搬距離を明記する。 

なお、設計積算時に建設発生土受入地を指定することが困難な場合は、暫定的に運搬距離を８

㎞（発生土量100㎥未満の場合は、４km）として計上できることとし、特記仕様書には「受入地

未定につき別途協議する。暫定的に運搬距離を８㎞（発生土量100㎥未満の場合は、４km）とし

て計上。」と明記する。この場合、契約後、協議により決定した建設発生土受入地までの実運搬

距離に変更契約を行う。 

(2) 建設発生土受入地における処理費（設計図書に明示された、具体的な施工方法及び特定条件に

対応する費用）は、適切に計上する。 

なお、設計積算時に建設発生土受入地を指定することが困難な場合は、一般的な形状を示し、

暫定的に費用を計上することができる。この場合、契約後、協議による具体的な施工方法等によ

り変更契約を行う。 

(3) 建設発生土受入地における受入料金については、積算基準等の「処分費等」として取り扱う。  

 

（施工上の留意点） 

７．建設発生土の処理に関する施工にあたっては、以下のことに留意するものとする。 

(1) 受注者は、建設発生土受入地が民有地である場合は土地所有者から別紙 14「建設発生土受入承

諾書」を事前に得る。なお、「建設発生土の民間受入地の公募要領」により登録された民有地を

除く。 

(2) 受注者は、建設発生土を搬出する場合は運搬車両１台毎に別紙 15「建設発生土搬出伝票」を発

行し、搬出先、搬出土量等を把握する。 

(3) 発注者（土砂等を発生させる者）は、土砂条例第９条の許可を受けた埋立て等区域に建設発生

土を搬出する場合は、土砂条例施行規則第18条に規定する「土砂等発生元証明書（様式第10号）」

を発行し、土砂条例第９条の許可を受けた者に提出する。 

 

第８条 建設廃棄物 
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（排出の抑制） 

１．建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を得て建設廃棄物の発生の抑制を行うととも

に、現場内での再使用、再資源化及び再資源化したものの利用並びに縮減を図り、工事現場からの

建設廃棄物の排出の抑制に努めるものとする。 

（分別解体等及び再資源化等の実施） 

２．建設リサイクル法の対象建設工事の施工者は分別解体等及び再資源化等を行うものとする。 

（処理の委託） 

３．元請け業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。処理を委託す

る場合には、次の事項に留意し、適正に委託しなければならない。 

(1) 廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。 

(2) 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それ

ぞれ個別に直接契約すること。 

(3) 建設廃棄物の排出にあたっては、産業廃棄物管理表（紙マニフェストの交付、または電子マニ

フェストの使用）により、最終処分（再生を含む）が完了したことを確認すること。 

（積算上の留意点） 

４．積算者は積算時に以下のことに留意するものとする。 

(1) 再資源化施設へ搬出する場合の積算は、運搬費及び処理費を計上する。 

特記仕様書には特段の理由がある場合を除き処分先及び運搬距離は明示しないこと。 

(2) やむを得ず最終処分場へ搬出する場合は、運搬費及び処理費を計上する。特記仕様書には特段

の理由がある場合を除き処分先及び運搬距離は明示しないこと。 

 

第９条 再生資源及びリサイクル製品等の利用 

（原則化ルール） 

１．三重県が発注する公共工事においては、リサイクル製品の利用については次のとおり使用するこ

とを原則とする。 

 

○再生砕石 

 工事目的に要求される品質等を考慮したうえで、工事現場から40㎞以内に再資源化施設があ

る場合には経済性にかかわらず再生砕石を利用する。 
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２．再生砕石（ＲＣ－40）の品質規格 

再生砕石（ＲＣ－40）は、路盤発生材、アスファルトコンクリート発生材またはセメントコンク

リート発生材から製造された再生骨材や、それらの発生材でグリズリフィーダを通過した材料など

を単独もしくはこれらを混合したもの、および必要に応じて新規骨材を加えたもので、下記の品質

規格を満たすものとする。 

(1) 修正ＣＢＲ  30％以上 

(2) 塑性指数  ６以下 

(3) すりへり減量  50％以下 

(4) 粒度範囲 

ふるい目の開き（㎜） 粒度範囲（％） 

５３．０ １００ 

３７．５ ９５～１００ 

１９．０ ５０～８０ 

４．７５ １５～４０ 

２．３６ ５～２５ 

［注］再生骨材の粒度は、モルタルなどを含んだ破砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。 

       路盤以外に用いる場合も、上記品質規格に準拠したものを使用すること。 
 

(5) 異物の混入  金属片、内装材、木片などの異物を有害量含まない。 

(6) 受注者は、再生砕石（ＲＣ－40）を使用するにあたっては、上記(1)～(4)に関して材料の使用

前１年以内に実施した材料試験の成績表を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けるものと

する。 

＊詳細については、「舗装再生便覧」（平成22年11月（社）日本道路協会）を参照のこと。 

３．再生合材 

(1) 品質規格は（社）日本道路協会発行「舗装再生便覧」（平成22年11月）の規定によること。 

(2) 適用工種は次のとおり 

・再生資源が表層又は基層工の加熱アスファルト混合物の場合は、表層工又は基層工用の材料 

・再生資源が加熱アスファルト安定処理混合物の場合は、上層路盤工用の材料 

４．みえ・グリーン購入基本方針に基づく環境物品等 

・基本調達品目ごとに定められた調達目標値を満足するよう、使用に努めること。 

○再生加熱アスファルト混合物 

 工事目的に要求される品質等を考慮したうえで、工事現場から40㎞以内、且つ運搬時間1.5

時間以内に再資源化施設がある場合には経済性にかかわらず再生加熱アスファルト混合物を

利用する。 

○グリーン購入法に基づく特定調達物品等 

 知事が定める調達方針に基づき、環境物品等の調達を行うよう努める。 

○三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品 

 県の公共事業にあっては、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用す

るよう努めなければならない。 

 国、市町等の公共工事にあっては、できる限り使用するよう努めるものとする。 



- 10 - 

５．三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品 

・県の公共事業にあっては、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に使用するよ

う努めなければならない。 

 国、市町等の公共工事にあっては、できる限り使用するよう努めるものとする。 

 

第10条 附則 

１．この基準は令和5年4月1日より適用する。 
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建
設
廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物 

一
般
廃
棄
物 

建設副産物と建設廃棄物の関係と具体例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの 

スクラップ等他人に有償で売却できるもの 

事務所から排出される一般廃棄物の具体的内容(例) 

現場事務所における生ゴミ、新聞、雑誌等 

分類 工事から排出される産業廃棄物の具体的内容（例） 

廃プラスチック類 
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴム
くず、廃タイヤ、廃シート類 

ゴムくず 天然ゴムくず 

金属くず 
鉄骨鉄筋くず、コンクリートくず、足場パイプ、 
保安塀くず 

ガラスくず、コンクリ
ートくず（工作物の新
築、改築又は除去に伴
って生じたものを除
く）及び陶磁器くず 

ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改
築又は除去に伴って生じたものを除く）、タイル衛生
陶磁器くず、耐火レンガくず 

 
 

がれき類 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコン
クリートの破片、その他これに類する不要物 
①コンクリート破片 
②アスファルト・コンクリート破片 
③レンガ破片 

汚泥 

含水比が高く微細な泥状の掘削物 
掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、ま

たその上を人が歩けない状態（コーン指数がおおむ
ね200KN／㎡以下又は一軸圧縮強度がおおむね50KN
／㎡以下） 
具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で

生ずる廃泥水 

木くず 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず
（具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の
残材、抜根・伐採材、木造解体材等） 

紙くず 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず
（具体的には梱包材、段ボール、壁紙くず） 

繊維くず 
工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維く
ず（具体的には廃ウエス、縄、ロープ類） 

廃油 
防水アスファルト（タールピッチ類）、アスファルト
乳剤等の使用残さ 

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類 

廃 PCB 等及び PCB汚染物 トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器 

廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物 

別紙１ 

建
設
副
産
物 注１） 

建設発生土 

有価物 

特別管理 

産業廃棄物 

 

注１）安定型最終処分場で処分可能な品目。ただし石膏ボード、廃ブラウン管の側面部（以上ガラスくず及び陶磁器 
くず）、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板（以上金属くず）、廃プリント配線板（廃プラスチック類、金属くず）、
廃容器包装（廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず）は除く。 

注２）建築工事に関する廃棄物のうち、工作物の新築、改築、又は除去に伴わない木くず（街路樹の剪定枝葉、堤防の 
除草による草、ダムの流木等）、紙くず、繊維くずは一般廃棄物となる。 

注１） 

注１） 

注１） 

注１） 
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リサイクル阻害要因説明書 

発 注 機 関 名  

工  事  名  

工 事 概 要  

 

Ⅰ．建設資材利用計画 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

再生資源利用率の目標値（100％）を達成できない理由 

土   砂 砕   石 アスファルト混合物 

（    ％） （    ％） （    ％） 

［    ％］ ［    ％］ ［    ％］ 

再生材の供給場所がない    

再生材の規格が仕様に適合しない    

その他（下の括弧内に記入）    

その他 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．建設副産物搬出計画・実績 

 １．建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

 

目標値を達成できない理由 

建設発生土 コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 

（    ％） （    ％） （    ％） 

［    ％］ ［    ％］ ［    ％］ 

他に再利用できる現場がない    

再利用できる現場の要求する規格に適合し

ない 

   

有害物質が混入している    

再資源化施設がない    

その他（下の括弧内に記入）    

その他 

別紙５ 
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２．建設汚泥、建設発生木材、建設混合廃棄物 

［ ］内；目標値、（ ）内；達成値 

目標値を達成できない理由 

建設汚泥 建設発生木材 建設混合廃棄物 

（    ％） （    ％） （    ％） 

［    ％］ ［    ％］ ［    ％］ 

他に再利用できる現場がない    

再利用できる現場の要求する規格に適合し

ない 

   

有害物質が混入している    

再資源化施設がない    

その他（下の括弧内に記入）    

その他 

 

 

 

 

 

 

 

注） それぞれの品目で再生資源利用率、再資源化率及び再資源化・縮減率がそれぞれの目標値に達

しない場合（建設混合廃棄物については、再資源化・縮減率が０％の場合）は、該当品目の理由

の欄に○印をつける。 

   理由の欄に該当するものがない場合には、「その他」の欄に丸印を付け、下の括弧内に具体的

に記述する。 
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  年  月  日 

知事 
市長 あて 
 

発注者職氏名： 
住    所： 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、下記のとおり通知します。 

記 

連 

絡 

先 

所 属 名  

担当者職 氏
フリ

 
ガ

 

 

電 話 番 号 ―          ―         （内線  ） 

工 
 

事 
 

の 
 

内 
 

容 

工 事 の 名 称  

工 事 の 場 所 市郡        町村             地内 

工 事 の 概 要 工事の種類 
□建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事 

□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（             ）注１ 

工事の規模 
建築物に係る解体工事      用途   、階数   、工事対象床面積    ㎡ 

建築物に係る新築又は増築の工事 用途   、階数   、工事対象床面積    ㎡ 

建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 

用途   、階数   、請負代金   万円（税込） 

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等        請負代金   万円（税込） 

特定建設資材の利用 
計画書 

 

注２ 

分   類 利 用 量 備   考 

□コンクリート 

□コンクリート及び鉄から成る建設資材 

□木材 

□アスファルト混合物 

ﾄﾝ  

ﾄﾝ  

ﾄﾝ  

ﾄﾝ  

 

特定建設資材廃棄物
の搬出計画 

 

注３ 

分   類 発 生 量 備   考 

□コンクリート 

□木材（木材が廃棄物になったもの） 

□アスファルト・コンクリート塊 

ﾄﾝ  

ﾄﾝ  

ﾄﾝ  

 

請 

負 

者 

工 期 
    年   月   日 ～     年   月   日 

工事着手予定日：     年   月   日 

会 社 名  
現場代理人 氏

フリ

 名
ガナ  

所 在 地 〒 

電 話 番 号 ―    ―   （内線   ） Ｆ Ａ Ｘ ―    ― 

別紙８ 

※ 受付番号                      

注１） 建物外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装、築堤、
土地改良等） 

注２） 建築物の新築、増改築、修繕、リフォーム及び土木工事等その他の工作物の工事で、特定建設資材を搬入
する工事について記入する。 

注３） 建築物及び土木工作物の解体工事で特定建設資材を搬出する工事について記入する。 

通  知  書 
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＊１） 国土交通省令（建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 平成13年３月
29日 国交令59、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定
める省令 平成13年３月29日 国交令60）においては区分として第１種～第４種建設発生土が規定されている。 

＊２） この土質区分基準は工学的判断に基づく基準であり、発生土が産業廃棄物であるか否かを決めるものではない。 
＊３） 表中の第１種～第４種改良土は、土（泥土を含む）にセメントや石灰を混合し化学的安定処理したものである。例えば第３種改

良土は、第４種建設発生土または泥土を安定処理し、コーン指数400kN／㎡以上の性状に改良したものである。 

＊４） 含水比低下、粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改良材による土質改
良を行った場合は、改良土に分類されないため、処理後の性状に応じて、改良土以外の細工分に分類する。 

＊５） 所定の方法でモールドに締め固めた試料に対し、コーンペネトロメーターで測定したコーン指数（表－２参照）。 

＊６） 計画段階（掘削前）において発生土の区分を行う必要があり、コーン指数を求めるために必要な試料を得られない場合には、土
質材料の工学的分類体系（（社）地盤工学会）と備考欄の含水比（地山）、掘削方法から概略の区分を選定し、掘削後所定の方法で
コーン指数を測定して区分を決定する。 

＊７） 土質材料の工学的分類体系における最大粒径は75㎜と定められているが、それ以上の粒径を含むものについても本基準を参照し
て区分し、適切に利用する。 

＊８） 砂及び礫と同等の品質が確保できているもの。 

＊９） ・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではない。（廃棄
物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43 環境庁通知） 

・地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。（建設工事等から生ずる廃棄物の適正処

理について 平成13年６月１日 環廃産276 環境省通知） 
・建設汚泥に該当するものについては、廃棄物処理法に定められた手続きにより利用が可能となる。 

 

 

表－１ 土質区分基準 

区  分 
 (国土交通省令)＊1) 

細区分＊2),3),4) 

コーン 
指 数 
qc＊5) 

(kN／㎡) 

土質材料の工学的分類＊6),7) 備   考＊6) 

大分類 
中分類 

土質{記号} 

含水比 
(地山) 

Wn（％） 
掘削方法 

第１種建設発生土 

砂、礫及びこれら 

に準ずるもの 

第１種 
－ 

礫質土 礫{G}、砂礫{GS} － 

＊排水に考慮
するが、降水、
浸出地下水等
により含水比
が増加すると
予想される場
合は、１ラン
ク下の区分と
する。 
 
＊水中掘削等
による場合は、
２ランク下の
区分とする。 
 

砂質土 砂{S}、礫質砂{SG} － 

第１種改良土＊8) 人工材料 改良土{I} － 

第２種建設発生土 

砂質土、礫質土 

及びこれらに準 

ずるもの 

第2a種 

800 
以上 

礫質土 細粒分まじり礫{GF} － 

第2b種 砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

第２種改良土 人工材料 改良土{I} － 

第３種建設発生土 

通常の施工性が 

確保される粘性土及

びこれに準ずるもの 

第3a種 

400 
以上 

砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

第3b種 
粘性土 シルト{M}、粘土{C} 40％程度以下 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V} － 

第３種改良土 人工材料 改良土{I} － 

第４種建設発生土 

粘性土及びこれに 

準ずるもの 

（第３種発生土を 

除く） 

第4a種 

200 
以上 

砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

第4b種 

粘性土 シルト{M}、粘土{C} 40～80％程度 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V} － 

有機質土 有機質土{O} 40～80％程度 

第４種改良土 人工材料 改良土{I} － 

（泥土）＊1),9) 

泥土ａ 

200 
未満 

砂質土 細粒分まじり砂{SF} － 

泥土ｂ 

粘性土 シルト{M}、粘土{C} 80％程度以下 

火山灰質粘性土 火山灰質粘性土{V} － 

有機質土 有機質土{O} 80％程度以下 

泥土ｃ 高有機質土 高有機質土{Pt} － 
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表-２ 土質区分判定のための調査試験方法 

判定指標＊１) 試験方法 規格番号・基準番号 

コーン指数＊２) 締固めた土のコーン指数試験方法 JIS A 1228 

土質材料の工学的分類 地盤材料の工学的分類方法 JGS 0051 

自然含水比 土の含水比試験方法 JIS A 1203 

土の粒土 土の粒土試験方法 JIS A 1204 

液性限界・塑性限界 土の液性限界・塑性限界試験方法 JIS A 1205 

 
＊１） 改良土の場合は、コーン指数のみを測定する。 

＊２） １層ごとの突固め回数は、25回とする（参考表参照） 
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表－３ 適用用途標準(1) 

 
適 用 用 途 

 
 

区  分 

工作物の埋戻し 土木構造物の裏込め 
道路用盛土 

路床 路体 

評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 

第１種 
建設発生土 

砂、礫及びこれら 
に準ずるもの 

第１種 ◎ 
最大粒径注意 
粒度分布注意 

◎ 
最大粒径注意 
粒度分布注意 

◎ 
最大粒径注意 
粒度分布注意 

◎ 
最大粒径注意 
粒度分布注意 

第１種
改良土 

◎ 最大粒経注意 ◎ 最大粒経注意 ◎ 最大粒経注意 ◎ 最大粒経注意 

第２種 
建設発生土 

砂質、礫質土及び 
これらに 
準ずるもの 

第2a種 ◎ 
最大粒経注意 
細粒分含有率注意 

◎ 
最大粒経注意 
細粒分含有率注意 

◎ 最大粒経注意 ◎ 最大粒経注意 

第2b種 
発生土 

◎ 細粒分含有率注意 ◎ 細粒分含有率注意 ◎  ◎  

第２種
改良土 

◎  ◎  ◎  ◎  

第３種 
建設発生土 

通常の施工性が確 
保される粘性土及び 
これに準ずるもの 

第3a種
発生土 

○  ○  ○  ◎ 
施工機械の 
選定注意 

第3b種
発生土 

○  ○  ○  ◎ 
施工機械の 
選定注意 

第３種
改良土 

○  ○  ○  ◎ 
施工機械の 
選定注意 

第４種 
建設発生土 

 
粘性土及びこれに 

準ずるもの 

第4a種
発生土 

○  ○  ○  ○  

第4b種
発生土 

△  △  △  ○  

第４種
改良土 

△  △  △  ○  

泥土 

泥土ａ △  △  △  ○  

泥土ｂ △  △  △  △  

泥土ｃ ×  ×  ×  △  

 
［評価］ 

◎：そのままで使用が可能なもの、留意事項に使用時の注意を示した。 
○：適切な土質改良（含水比低下、粒度調整、機能付加・補強、安定処理等）を行えば使用可能なもの。 

△：評価が○のものと比較して、土質改良にコスト及び時間がより必要なもの。 
×：良質土との混合などを行わない限り土質改良を行っても使用が不適なもの。 

土質改良の定義 

含水率低下：水切り、天日乾燥、水位低下掘削等を用いて、含水比の低下を図ることにより利用可能となるもの。 
粒度調整：利用場所や目的によっては細粒分あるいは粗粒分の付加やふるい選別を行うことで利用可能となるもの。 
機能付加・補強：個化材、水や軽量材等を混合することにより発生土に流動性、軽量性などの付加価値をつけることや

補強剤等による発生土の補強を行うことにより利用可能となるもの。 
安定処理等：セメントや石灰による化学的安定処理と高分子系や無機材料による水分の土中への固定を主目的とした改

良材による土質改良を行うことにより利用可能となるもの。 

［留意事項］ 
最大粒径注意：利用用途先の材料の最大粒径、または一層の仕上り厚さが規定されているもの。 
細粒分含有率注意：利用用途先の材料の細粒分含有率の範囲が規定されているもの。 

礫混入率注意：利用用途先の材料の礫混入率が規定されているもの。 
粒土分布注意：液状化や土粒子の流出などの点で問題があり、利用場所や目的によっては粒土分布に注意を要するもの。 
透水性注意：透水性が高く、難透水性が要求される部位への利用は適さないもの。 

表層利用注意：表面への露出により植生や築造等に影響を及ぼすおそれのあるもの。 
施工機械の選定注意：過転圧などの点で問題があり、締固め等の施行機械の接地圧に注意を要するもの。 
淡水域利用注意：淡水域に利用する場合、水域の pHが上昇する可能性があり、注意を要するもの。 
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表－３ 適用用途標準(2) 

 
適 用 用 途 
 
 
 

区    分 

河 川 築 堤 土 地 造 成 
水面埋立 

高規格堤防 一般堤防 宅地造成 公園・緑地造成 

評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 評
価 

留意事項 

第１種 
建設発生土 

砂、礫及びこれら 

に準ずるもの 

第１種 ◎ 

最大粒径注意 
礫混入率注意 
透水性注意 

表層利用注意 

○  ◎ 
最大粒径注意 

礫混入率注意 
表層利用注意 

◎ 表層利用注意 ◎ 粒度分布注意 

第１種 
改良土 

◎ 

最大粒径注意 

礫混入率注意 
透水性注意 

表層利用注意 

○  ◎ 
最大粒径注意 
礫混入率注意 

表層利用注意 
◎ 表層利用注意 ◎ 淡水域利用注意 

第２種 
建設発生土 

砂質土、礫質土 

及びこれら 

に準ずるもの 

第２a種 ◎ 

最大粒径注意 
礫混入率注意 
透水性注意 

表層利用注意 

◎ 
最大粒径注意 
透水性注意 

◎ 
最大粒径注意 

礫混入率注意 
表層利用注意 

◎ 表層利用注意 ◎  

第２b種 ◎  ◎  ◎  ◎  ◎ 粒度分布注意 

第２種 
改良土 

◎ 表層利用注意 ◎  ◎ 表層利用注意 ◎ 表層利用注意 ◎ 淡水域利用注意 

第３種 
建設発生土 

通常の施工性が確 

保される粘性土及び 

これに準ずるもの 

第３a種 ◎ 
施工機械の 
選定注意 

◎ 
施工機械の 
選定注意 

◎ 
施工機械の 
選定注意 

◎ 
施工機械の 
選定注意 

◎ 粒度分布注意 

第３b種 ◎ 
施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎ 

施工機械の 

選定注意 
◎  

第３種 
改良土 

◎ 
表層利用注意
施工機械の 

選定注意 

◎ 
施工機械の 
選定注意 

◎ 
表層利用注意
施工機械の 

選定注意 
◎ 

表層利用注意
施工機械の 

選定注意 
◎ 淡水域利用注意 

第４種 
建設発生土 

 
粘性土及びこれに 

準ずるもの 

第４a種 ○  ○  ○  ○  ◎ 粒度分布注意 

第４b種 ○  ○  ○  ○  ◎  

第４種 

改良土 
○  ○  ○  ○  ◎ 淡水域利用注意 

泥土 

泥土ａ  ○  ○  ○  ○  ○  

泥土ｂ  △  △  △  △  ○  

泥土ｃ  ×  ×  ×  △  △  
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参考表 コーン指数（qc）の測定方法 
※「締固めた土のコーン指数試験方法（JIS A 1228）」（地盤工学会編「土質試験の方法と解説 第一回改訂版」pp.266-268）をもとに作成 

供 試 体 の 作 成 

試 料 

4.75㎜ふるいを通過したもの。 

ただし、改良土の場合は9.5㎜ふるいを通過させたも

のとする。 

モ ー ル ド 
内径100㎜ 

高さ127.3㎜ 

ラ ン マ ー 質量2.5㎏ 

突 固 め 
３層に分けて突き固める。各層ごとに30㎝の高さか

ら25回突き固める。 

測 定 

 

コーンペネトロメーター 底面の断面積3.24㎠、先端角度30度のもの。 

貫 入 速 度 １㎝／s 

方 法 

モールドをうけたまま、鉛直にコーンの先端を供試

体上端部から5㎝，7.5㎝，10㎝貫入した時の貫入抵

抗力を求める。 

計 算 

貫 入 抵 抗 力 
貫入量5㎝，7.5㎝，10㎝に対する貫入抵抗力を平均

して、平均貫入抵抗力を求める。 

コ ー ン 指 数 （ q c ） 
平均貫入抵抗力をコーン先端の底面積3.24㎠で除す

る。 

注）ただし、ランマーによる突固めが困難な場合は、泥土と判断する。 
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セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案） 

 

１．適用範囲 

 本試験要領は、セメント及びセメント系固化材を原位置もしくはプラントにおいて土と混合する改

良土の六価クロムの溶出試験に適用するものとし、対象工法は表－１のとおりとする。ここで、セメ

ント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、

高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加剤加えたものを含める。 

 

２．試験の種類及び方法 

  本試験要領における六価クロム溶出試験は、以下の方法で構成される。 

２－１ セメント及びセメント系固化材の地盤改良に使用する場合の試験 

  本試験では原地盤内の土と混合して施工される地盤改良を対象とする。 

(1) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法１」という） 

 環境庁告示46号の溶出試験は、土塊・団粒を粗砕した2㎜以下の土壌を用いて６時間連続振とうし

た後に、六価クロム溶出量を測定する方法である注１）。この試験は、固化材が適切かどうかを確認

することを目的に行う。 

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法２」という） 

 改良された地盤からサンプリングした試料を用い、実際に施工された改良土からの六価クロムの

溶出量を確認する目的で行う。 

(3) 施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法３」という） 

 タンクリーチング試験は、塊状にサンプリングした試料を溶媒水中に静置して六価クロム溶出量

を測定する方法である（添付資料２を参照）。この試験は、改良土量が5,000㎥ 注２）程度以上または

改良体本数が500本程度以上の改良工事のみを対象に、上記（２）で溶出量が最も高かった箇所につ

いて、塊状の試料からの特価クロムの溶出量を確認する目的で行う。 

(4) 試験方法２及び３の実施を要しない場合 

 試験方法１で六価クロムの溶出量が土壌環境基準を超えなかったセメント及びセメント系固化材

を地盤改良に使用する場合、試験方法２及び３を実施することを要しない。ただし、火山灰質粘性

土を改良する場合は、試験方法１の結果にかかわらず、試験方法２及び３を実施するものとする。 

注１）環境庁告示46号溶出試験 

 （添付資料１）のとおり、平成３年８月23日付け環境庁告示46号に記載された規格で行う。 

注２）施工単位が㎡となっている場合は㎥への換算を行う。 

 

２－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合の試験 

 本試験は、以下に示すような再利用を目的とした改良土を対象とする。 

１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良

する場合 

２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利

用する場合 
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(1) 配合設計、プラントにおける品質管理、もしくは改良土の供給時における品質保証の段階で実施

する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法４」という） 

 この試験は、固化材が適切かどうか、もしくは再利用を行う改良土からの溶出量が土壌環境基準

値以下であるかを確認する目的で行う。本試験は改良土の発生者（以下、「供給する者という」が実

施し、利用者（以下、「施工する者」という）に試験結果を提示しなければならない。また、利用者

は発生者から試験結果の提示を受けなければならない。 環境庁告示46号溶出試験の方法は２－１

(1)に同じ。 

 (2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（以下、「試験方法５」という） 

２－１(2)同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。 

(3) 施工後に実施するタンクリーチング試験（以下、「試験方法６」という） 

２－１(3)に同じ。ただし、本試験は改良土を施工する者が実施する。 

 

３．供試体作成方法及び試験の個数 

 工事の目的・規模・工法によって必要となる供試体作成方法及び試験の数は異なるが、以下にその

例を示す。 

３－１ セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合 

(1) 配合設計の段階で実施する環境庁告示46号 

 溶出試験（「試験方法１」に対して） 

 室内配合試験時の強度試験等に使用した供試体から、

400～500g程度の試料を確保する。 

 配合設計における室内配合試験では、深度方向の各

土層（あるいは改良される土の各土質）ごとに、添加

量と強度との関係が得られるが、実際には右図のよう

に、室内配合試験を行った添加量（配合Ａ，Ｂ，Ｃ）

と現場添加量（目標強さに対応した添加量）とが一致

しない場合が多い。そのため、室内配合試験のなかか

ら、現場添加量に最も近い添加量の供試体（配合Ｃ）

を選び、各土層（あるいは改良される土の各土質）ご

とに供試体（材齢７日を基本とする）を１検体ずつ環

境庁告示46号溶出試験に供する。 

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験 

（「試験方法２」に対して） 

 現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理に用いた、もしくは同時に採取した試料（材

齢28日目を基本とする）から、400～500g 程度の試料を確保する。なお、試料の個数は、以下のよ

うに工法に応じたものを選択する。 

〈試験個数１〉表層安定処理工法、路床工、上層・下層路盤工、改良土盛土工など 

１）改良土量が5,000㎥以上の工事の場合 

改良土1,000㎥に１回程度（１検体程度）とする。 

２）改良土量が1,000㎥以上5,000㎥未満の工事の場合 

１工事当たり３回程度（合計３検体程度） 

強
度 

配
合
Ａ 

目標強さ 

（室内配合強さ） 

配
合
Ｂ 

配
合
Ｃ 

（添加量） 設
計
配
合 

 

現
場
添
加
量 

・ 
・ 

・ 
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３）改良土量が1,000㎥に満たない工事の場合 

１工事あたり１回程度（合計１検体程度） 

 

〈試験個数２〉 深層混合処理工法、薬液注入工法、地中連続壁土留工など 

１）改良体が500本未満の工事の場合 

ボーリング本数（３本）×上中下３深度（計３検体）＝合計９検体程度とする。 

２）改良体が500本以上の工事の場合 

ボーリング本数（３本＋改良体が500本以上につき250本増えるごとに１本）×上中下 

３深度（計３検体）＝合計検体数を目安とする。 

 

(3) タンクリーチング試験（「試験方法３」に対して） 

 改良土量が5,000㎥程度以上又は改良体本数が500本程度以上の規模の工事においては、施工後の

現場密度の確認あるいは一軸圧縮強さなどの品質管理の際の各サンプリング地点において、できる

だけ乱れの少ない十分な量の試料（500g程度）を確保し、乾燥させないよう暗所で保管する。タン

クリーチング試験は、保管した試料のうち「試験方法２」で溶出量が最大値を示した箇所の１試料

で実施する。 

 

３－２ セメント及びセメント系固化材を使用した改良土等を再利用する場合 

(1) 配合設計、土質改良プラントの品質管理、改良土の供給時における品質保証の段階で実施する環

境庁告示46溶出試験（「試験方法４」に対して） 

１）建設発生土及び建設汚泥の再利用を目的として、セメント及びセメント系固化材によって改良

する場合 

 室内配合試験による配合設計を行う場合は３－１（１）に同じ。ただし、配合設計を行わ

ない場合においては、製造時の品質管理もしくは供給時における品質保証のための土質試験

の試料を用いて、1,000㎥程度に１検体の割合で環境庁告示46号溶出試験を行う。 

２）過去もしくは事前にセメント及びセメント系固化材によって改良された改良土を掘削し、再利

用する場合 

 利用者に提示する品質保証のための土質試験の試料を用いて、1,000㎥程度に１検体の割合で

環境庁告示46号溶出試験を行う。 

 

(2) 施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験（「試験方法５」に対して） 

  ３－１(2)に同じ。ただし、「試験方法２」を「試験方法５」と読み替える。 

 

(3) タンクリーチング試験（「試験方法６」に対して） 

  ３－１(3)に同じ。ただし、「試験方法３」を「試験方法６」と読み替える。 

 

４．六価クロム溶出試験等の積算の考え方について 

 六価クロム溶出試験費及びタンクリーチング試験費等については、共通仮設費の技術管理費等に

「六価クロム溶出試験費」として、別途見積により積み上げ計上するものとする。 
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表－１ 溶出試験対象工法 

工種 種別 細別 工法概要 

地盤改良工 

固結工 

粉体噴射撹拌 

高圧噴射撹拌 

スラリー撹拌 

〈深層混合処理工法〉地表からかなりの深さまでの区

間をセメント及びセメント系固化材と原地盤とを強

制的に撹拌混合し、強固な改良地盤を形成する工法 

薬液注入 
地盤中に薬液（セメント系）を注入して透水性の減少

や原地盤強度を増大させる工法 

表層安定処 

理工 
安定処理 

〈表層混合処理工法〉セメント及びセメント系固化材

を混入し、地盤強度を改良する工法 

路床安定処

理工 
路床安定処理 

路床土にセメント及びセメント系固化材を混合して

路床の指示力を改善する工法 

舗装工 舗装工各種 
下層路盤 

上層路盤 

〈セメント安定処理工法〉現地発生材、地域産材料ま

たはこれらに補足材を加えたものを骨材とし、これに

セメント及びセメント系固化材を添加して処理する

工法 

仮設工 
地中連続壁

工（柱列式） 
柱列杭 

 地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土留擁

壁とする工法のうち、ソイルセメント柱列壁等のよう

に原地盤土と強制的に混合して施工されるものを対

象とし、場所打ちコンクリート壁は対象外とする 

〈備考〉 

 

１．土砂にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、土地

造成工法についても対象とする。 

 

２．本試験要領では、石灰パイル工法、薬液注入工法（水ガラス系・高分子系）凍結工法、敷設材

工法、表層排水工法、サンドマット工法、置換工法、石灰安定処理工法は対象外とする。 
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（添付資料１） 

 

土壌の汚染に係る環境基準について（抜粋） 

（平成３年８月２３日環境庁告示第４６号） 
改正  平成５環告１９・平成６環告５・平成６環告２５・平成７環告１９・平成１０環告・２１ 

 

 

公害対策基本法（昭和４２年法律第１３２号）第９条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準につ

いて次のとおり告示する。 

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第１項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、

人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」とい

う。）並びにその達成期間等は、次のとおりとする。 

 

第１ 環境基準 

１ 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとす

る。 

２ １の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確

に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定

した場合における既定値によるものとする。 

３ １の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原

材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる物質の利用又は処分を目的として

現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。 

 

第２ 環境基準の達成期間等 

環境基準に適合しない土壌については、汚染の程度や広がり、影響の態様等に応じて可及的速や

かにその達成維持に努めるものとする。 

なお、環境基準を早期に達成することが見込まれない場合にあっては、土壌の汚染に起因する環

境影響を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

別表 

項  目 環 境 上 の 条 件 測  定  方  法 

六価クロム 検液１ℓにつき０．０５ｍｇ以下である

こと。 

規格６５．２に定める方法 

備考 

１ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、

これを用いて測定を行うものとする。 
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付表 

検液は、次の方法により作成するものとする。 

１ カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ及びセレンにつ

いては、次の方法による。 

(1) 採取した土壌の取扱い 

採取した土壌はガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に収める。試験は土

壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験

を行う。 

(2) 資料の作成 

採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の２ｍｍ

の目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 

(3) 試料液の調整 

試料（単位ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加え、水素イオン濃度指数が５．８以上６．３以下とな

るようにしたもの）（単位ｍℓ ）とを重量体積比１０％の割合で混合し、かつ、その混合液が５０

０ｍℓ 以上となるようにする。 

(4) 溶出 

調製した試料液を常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（あらかじめ振

とう回数を毎分約２００回に、振とう幅を４ｃｍ以上５ｃｍ以下に調整したもの）を用いて、６

時間連続して振とうする。 

(5) 検液の作成 

(1)から(4)の操作を行って得られた試料液を１０分から３０分程度静置後、毎分約３，０００

回転で２０分間遠心分離した後の上澄み液を孔径０．４５μｍのメンブランフィルターでろ過し

てろ液を取り、定量に必要な量を的確に計り取って、これを検液とする。 
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分析方法と留意点 

本指針で示した汚染土壌に係る分析方法の概要とその留意点は、次のとおりである。 

 

(1) 土壌中重金属等の溶出量分析方法（土壌環境基準、平成３年８月２３日付け環境庁告示第４６号に

掲げる方法） 

① 検液の作成（溶出方法） 

 

土壌の取扱い 

 

1) 採取した土壌はガラス製容器等に収める。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存

する。 

 

試料の作成 

 

2) 採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の

２ｍｍ の目ふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 

 

試料液の調製 

 

3) 試料（ｇ）と溶媒（純水に塩酸を加えてｐＨ＝５．８～６．３としたもの（ｍℓ））とを

１：１０（Ｗ：Ｖ）の割合で混合する。 

4) 混合液が５００ｍç以上となるようにする。 

 

溶   出 

 

5) 常温（おおむね２０℃）常圧（おおむね１気圧）で振とう機（振とう回数毎分２００回、

振とう幅４～５ｃｍ）を用いて６時間連続振とうする。 

 

静   置 

 

6) 溶出した試料液を１０～３０分程度静置する。 

 

ろ   過 

 

7) 試料液を毎分３，０００回転で２０分遠心分離した後の上澄み液をメンブランフィルタ

ー（孔径０．４５μｍ）を用いてろ過してろ液を取り、検液とする。 

 

検   液 
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② 定量方法 

ジフェニルカルバジド吸光光度法(JIS K0102の65.2.1) 

フレーム原子吸光法      (JIS K0102の65.2.2) 

電気加熱原子吸光法（フレームレス原子吸光法）(JIS K0102の65.2.3) 

ＩＣＰ発光分析法       (JIS K0102の65.2.4) 

ＩＣＰ質量分析法       (JIS K0102の65.2.5) 
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（添付資料２） 

タンクリーチング試験について 

 

タンクリーチング試験は下図のように、施工後の品質管理等の際に確保した試料を、塊状のまま溶媒

水中に水浸し、水中に溶出する六価クロムの濃度を測定するものである。試験方法及び手順は以下のと

おりである。 

 

１． 施工後のサンプリング等で確保していた試料から400g 程度の供試体を用意する。供試体は環境庁

告示４６号の溶出試験のように、土塊や団粒を2mm以下に粗砕せず、できるだけ塊状のものを用いる。

その際、 

1) 一塊の固形物として確保できる場合は、固形物のまま 

2) 数個の塊に分割した状態の場合は、分割した塊の状態のまま 

3) 形状の保持が困難な粒状の状態で確保されるものについては、粒状のまま 

を供試体とする。形状寸法は定めない。 

２．溶媒水として純水を使用する。純水の初期の pHは5.8～6.3とする。 

３．非金属製の容器を準備し、採取試料400g程度を容器内に置く。その後、所定量の溶媒水（固液比1:10、

試料の乾燥重量の10倍体積の溶媒水＝4L程度）を充填し、供試体のすべてが水中に没するよう水浸さ

せる。水浸の際にはできるだけ供試体の形状が変化しないよう注意し、水浸直後の供試体の状況をス

ケッチにより記録する。 

４．容器を密封後、20℃の恒温室内に静置する。この間、溶媒水の pH調整は行わない。 

５．水浸28日後に溶媒水を採水し、六価クロムの濃度測定を行う。濃度測定は（添付資料１）に示した

JIS K 0102の65.2に定める方法とする。採水の際には溶媒水を軽く撹拌した後、濃度測定に必要な分

量を採取し、孔径0.45μmのメンブランフィルターにてろ過する。 

６．試験終了後には、水中での供試体の状態をスケッチし記録する。 
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（表面） 

建 設 発 生 土 受 入 承 諾 書 
 

  年  月  日  
 

（受注者名）       様 
 
 
 

土地所有者 住 所                 
 氏 名            印 

 
 
 
 

  三重県          発注の          工事施行に伴い発生する

土砂を下記のとおり、私の所有地に受け入れることを承諾します。 

  また、受け入れにあたっては、別紙「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾  

事項」について厳守します。 
記 

 

１ 受入地の所在地 

         （市）   （町村）   大字    番地 

         （郡） 

 

２ 地 目  （       ） 

 

３ 受入土量 

 

４ 期 間 

 

５ 関係法令、条例等への対応（許可等） 

 

６ 添付資料 

（１）位置図、平面図等 

 （２）受入地が判別できる写真 

 

 

別紙14 
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（裏面） 

別紙 「建設発生土を受け入れるにあたっての承諾事項」 

 

（１）土地所有者は、別表１のいずれかに該当する者ではありません。 

（２）（１）の事項に関して、三重県が関係機関へ照会を行うこと、及びその結果が、事実と相違す

ることが判明した場合には、当該事実に関して三重県が行う一切の措置について異議を申し出ま

せん。 

（３）受入地は、廃棄物が不法に投棄されていない土地です。 

（４）建設発生土の受け入れに必要となる関係法令、条例等への対応については「建設発生土受入承

諾書 ５ 関係法令、条例等への対応（許可等）」のとおりで、手続き済みです。また、許可

証の写し等の提出を求められれば提出します。 

（５）建設発生土の受け入れを転売の目的といたしません。 

（６）建設発生土の受け入れに伴う受入地の隣接土地所有者、周辺住民、利害関係者等からの苦情に

ついては、土地所有者が対応します。 

（７）土地所有者は、建設発生土の受入期間中は、受入地に係る土砂の搬出、搬入は行ないません（搬

入された土量の検収を妨げない場合は除く）。 

（８）土地所有者は、建設発生土の受入地への搬入が円滑になされるよう協力します。 

（９）建設発生土搬入後の管理については、必要となる関係法令の対応を含めて土地所有者の責任で

行ないます。 

 

別表１ 

（１）自己又は自己の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同

法第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）である者 

（２）暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

（３）自己、自社又は第三者の不正の利益等を図る目的、若しくは第三者に損害を加え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 

（４）暴力団又は暴力団員に資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるい

は間接的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 

（５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 
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＊この伝票は、建設発生土を現場外へ搬出する場合に使用する。 
＊この伝票は、運搬車両一車ごとに作成する。 

＊運搬車両番号欄は、ナンバープレート番号とし、整理番号として１つの搬出先に対して運搬の速い者から順に連番を付する。 
＊印欄は、サインでも可 

建設発生土 搬出伝票 整理番号 

搬出年月日 年  月  日 請負業者名 主任技術者 印 

工事名 
工事場所 

（搬出元） 

  市 

  郡 
町 地内 

搬出する 

土質 

□第１種 □第４種

□第２種 □泥土

□第３種

搬出する 

土量 

（㎥） 

㎥ 

搬出先 

の種別 

□他の公共工事へ流用 □再資源化施設

□他の民間工事へ流用 □最終処分場

□国有地 □公有地

□ストックヤード □その他

搬出先の所在地 
市 

郡 
町 地内 

搬出先の名称 

運搬距離 km 

運搬車両 

番号 
運転者名 印 

備 考 

別紙15 
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結果
区分

①

②

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果

工区等 確認結果

手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認済）

手続確認済（搬出可能）

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票                                                 （参考様式）

工事名

元請建設工事事業者等

作成・更新年月日 工事責任者

注）結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱となる

建設発生土の搬出先確認結果

搬出先名称 確認結果 詳細

 

別紙17 
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（参考様式）

搬出先の
名称及び所在地

受注者の商号、
名称又は氏名

搬出元の工事名
及び工事場所

利用種別

第　１　種建設発生土 　　　m3（地山量）

第　２　種建設発生土 　　m3（地山量）

　　　その他
（　　　　　　　　）

　　m3（地山量）

搬入完了日

※土質区分は三重県建設副産物処理基準による

上記のとおり、受領しました。

令和　　年　月　日

（搬出元）

（搬出先の管理者の商号、
名称又は氏名）

令和　　年　　月　　日

受領書

土質区分（※）
及び搬入土量

 

別紙18 
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4. 土木工事安全施工技術指針 
（令和５年３月 国土交通省大臣官房技術調査課） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html ） 

 

 

 

5. 建設機械施工安全技術指針 
（平成６年11月１日 経機発第180号建設省建設経済局建設機械課長通達） 

（平成17年３月31日 一部改正 国官技第303号、国総施第190号） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000009.html ）  

 

 

 

6. 建設工事公衆災害防止対策要綱 
（令和元年９月２日 国土交通省告示第496号） 

 
国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html ） 

 

 

 

7. 土木請負工事における安全・訓練等の実施につい

て 
（平成４年３月19日 技調発第74号建設大臣官房技術調査室長通達） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000343/74000343.html ） 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000009.html
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000343/74000343.html
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8. 建設工事の安全対策に関する措置について 
（平成４年４月14日 技調発第114号建設大臣官房技術審議官通達） 

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000344/74000344.html ） 

 

 

9. 薬液注入工法による建設工事の施工に関する通達 
及び暫定指針 

（通  達：平成２年４月24日 建設省技調発第110号の１ 

      平成２年９月18日 建設省技調発第188号の１） 

（暫定指針：昭和49年７月10日 建設省官技発第160号） 

 

国土交通省（近畿地方整備局）ＨＰ 

（  https://www-1.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei

_kouji/index.html ） 

 

 

10. 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 
（昭和51年３月２日 官機発第54号の２建設大臣官房技術参事官通達） 

（改正 昭和62年３月30日 機発第58号の２）            

 

国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000005.html ） 

 

 

11. 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 
（昭和35年12月17日 総理府、建設省令第３号）  

（一部改正 令和４年１２月２３日 内閣府、国土交通省令第７号） 

 
国土交通省ＨＰ 

（ https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/taikei01.html ） 

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/012/74000344/74000344.html
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/index.html
https://www-1.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/index.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_fr_000005.html
https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/taikei01.html
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12. 道路工事現場における標示施設等の設置基

準 
（昭和37年８月30日 道発第372号の３ 建設省道路局長通達） 

（平成18年３月31日 改正 国道利第37号、国道国防第205号） 
 

 

（道路工事の標示） 

１．道路工事を行う場合は、必要な道路標識を設置するほか、原則として次に示す事項を標示する標示

板を工事区間の起終点に設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事や自動車専用道路などの高速走行を前提とする道路における

工事については、この限りではない。 

なお、標示板の設置にあたっては、別表様式１を参考とするものとする。 

（１）工事内容 

工事の内容、目的等を標示するものとする。 

（２）工事期間 

交通上支障を与える実際の工事期間のうち、工事終了日、工事時間帯等を標示するものとする。 

（３）工事種別 

工事種別(舗装修繕工事等)を標示するものとする。 

（４）施工主体 

施工主体及びその連絡先を標示するものとする。 

（５）施工業者 

施工業者及びその連絡先を標示するものとする。 

（防護施設の設置） 

２．車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には、両面にバリケードを設置し、交通に対する危険の程

度に応じて赤ランプ、標注等を用いて工事現場を囲むものとする。（参考（１）を参照） 

（迂回路の標示） 

３．道路工事のため迂回路を設ける場合は、当該迂回路を必要とする時間中、迂回路の入口に迂回路の

地図等を標示する標示板を設置し、迂回路の途中の各交差点（迷い込むおそれのない小分岐を除く。）

において、道路標識「まわり道」（１２０－Ａ、１２０－Ｂ）を設置するものとする。（参考（２）

及び参考（３）を参照） 

なお、標示板の設置にあたっては、別表様式２を参考とするものとする。 

（色彩） 

４．道路工事現場において、防護施設に色彩を施す場合は、黄色と黒色の斜縞模様（各縞の幅１０cm）

を用いるものとする。 

（管理） 

５．道路工事現場における標示施設及び防護施設は、堅固な構造として所定の位置に整然と設置して、

修繕、塗装、清掃等の維持を常時行うほか、夜間においては遠方から確認し得るよう照明又は反射

装置を施すものとする。 
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別表 様式１ 
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別表 様式２ 

 

 

 

 

 

 

別表 備考 

 

一 様式１ 

（１） 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青

地に白抜き文字とし、「○○○○をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色

文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。 

（２） 縁の余白は２cm、縁線の太さは１cm、区画線の太さは０．５cm とする。 

 

二 様式２ 

（１） 色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。 

（２） 縁の余白は２cm、縁線の太さは１cm とする。 
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参考（１） 車線の一部分が工事中の場合の標示例 

 

 

 

参考（２） 工事中迂回路の標示例（市街部の場合） 

（進行方向に対する標識の設置例を示す） 
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参考（３） 工事中迂回路の標示例（地方部の場合） 

（進行方向に対する標識の設置例を示す） 

 

 

参考（４） 設置方法の一例 
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13. 道路工事現場における工事情報看板及び工

事説明看板の設置について 
（平成18年3月31日 国道利第38号 国道国防第206号  

道路局路政課長 国道・防災課長通達） 

 

道路工事に対しては、依然として批判の声が多い状況の中、当局においては、学識経験者等からなる

「ユーザーの視点に立った道路工事マネジメントの改善委員会」を設置するなどして、道路利用者の立

場に立った施策を一層推進するため、検討を行ってきたところであるが、平成15年10月7日の当委員会の

提言（「ユーザーの視点に立った道路工事マネジメントの改善について～外部評価に基づく工事とその影

響の縮減～」）において、「道路工事がなぜ行われているのか、いつ終わるのかを利用者に分かりやすく

周知し、道路工事に対する理解を促進することが必要である。」とされていることなどを踏まえ、道路工

事現場周辺地域に対し工事情報を提供するため、工事情報看板及び工事説明看板の設置について下記の

とおり定め、平成18年4月1日から施行することとしたので、遺憾のないよう実施されたい。 

 

記 

 

１ 工事情報看板の設置について 

予定されている道路管理者の行う道路工事（以下「道路工事」という。）に関する工事情報を提供

するため、道路工事を開始する約１週間前から道路工事を開始するまでの間、工事内容、工事期間等

を標示する工事情報看板を、道路工事が予定されている現場付近にドライバーから看板内容が見えな

いように設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事等については、この限りでない。 

なお、標示板の設置にあたっては、様式１及び図１を参考とするものとする。 

 

２ 工事説明看板の設置について 

実施されている道路工事に関する工事情報を提供するため、道路工事開始から道路工事終了までの

間、工事内容、工事期間等を標示する工事説明看板を、道路工事現場付近にドライバーから看板内容

が見えないように設置するものとする。 

ただし、短期間に完了する軽易な工事等については、この限りでない。 

なお、標示板の設置にあたっては、様式２及び図１を参考とするものとする。 

 

３ 占用工事に係る取扱いについて 

上記提言における「道路工事」の中には、占用工事が含まれるものであることを踏まえ、占用工事

に係る工事情報の提供に当たっては、記１、２の取扱いに準じて行うよう、地方連絡協議会等の場に

おいて、関係公益事業者に協力を依頼するものとする。 

なお、標示板の設置にあったては、様式３、様式４を参考とするものとする。 

また、この場合、当該看板については、占用物件の設置等の工事のための一時占用として取り扱い、

別個の占用としては取り扱わないものとする。 
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（様式１）工事情報看板                （様式２）工事説明看板 

（道路補修工事）                   （道路補修工事） 

 

 

（様式３）工事情報看板               （様式４）工事説明看板 

（占用企業工事）                  （占用企業工事） 

 

（様式備考） 

（１）色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文については青地に白抜き文字、「○○○○をなおし

ています」等の工事内容については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。 

（２）工事情報看板及び工事説明看板の下部に、当該工事に関する番号や問い合わせ先等を掲示するこ

とができる。 
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図1 標示版の設置場所 
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14. 道路工事保安施設設置基準（案） 
（昭和47年２月 建設省道路局国道第一課通知） 

 

国土交通省（近畿地方整備局）ＨＰ 

（ https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/ ） 

 

 

15. 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） 
 
（平成８年２月15日 都緑対発第１号  

建設省都市局公園緑地課都市緑地対策室長通達） 
（第５次改訂 平成20年12月 国土交通省都市・地域整備局） 

 

目 次 

 

１）基準の目的 

２）適用の範囲 

３）用語の定義 

４）規格の構成 

５）品質の表示項目 

６）寸法の表示項目 

７）寸法の表示単位 

８）品質及び寸法値の判定 

９）品質規格 

10）寸法規格 

 

〔本文省略〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/hikkei_kouji/
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16. 仮締切堤設置基準（案） 
（平成26年12月11日一部改定 国土交通省） 

 

１ 目的 

河川区域及びその周辺で行われる工事において、その施工期間中における治水上の安全を確保する

ため、仮締切を設置する場合の基準を定めるものである。 

また、出水期（融雪出水等のある地方ではその期間を含む）においては河道内の工事を行わないも

のとする。但し、施工期間等からやむを得ないと認められる場合は、治水上の安全を十分確保して実

施するものとする。 

※ここでいう治水上の安全を確保すべき対象は、堤内地及び既存の河川管理施設等のことである。 

２ 適用範囲 

この基準は河川区域内及びその周辺で行われる工事に伴い設置する河川堤防にかわる仮締切に適

用する。 

３ 仮締切の設置 

河川堤防にかかる仮締切は次の各号の一つに該当する場合に必ず設置するものとする。 

但し、堤防開削によって洪水または高潮被害の発生する危険が全く無い場合は除く。 

（１）河川堤防を全面開削する場合 

（２）河川堤防を部分開削するもののうち、堤防の機能が相当に低下する場合 

※堤防の機能が相当に低下する場合とは設計対象水位（後述）に対して、必要な断面が確保されて

いない場合をいう。 

４ 仮締切の構造 

４－１．構造形式 

（１）堤防開削を行う場合 

既設堤防と同等以上の治水の安全度を有する構造でなければならない。特に出水期間におけ

る仮締切は鋼矢板二重式工法によることを原則とし、地質等のために同工法によりがたい場合

は、これと同等の安全度を有する構造とする。 

なお、土堤による仮締切の場合は法覆工等による十分な補強を施し、かつ川裏に設けるもの

とする。但し、河状等から判断して流下能力を阻害しない場合であって、流勢を受けない箇所

についてはこの限りではない。 

異常出水等、設計対象水位を超過する出水に対しては、堤内地の状況等を踏まえ、応急対策

を考慮した仮締切構造を検討する。 

部分開削の場合は、仮締切の設置の他、設計対象水位に対して必要な堤防断面を確保する措

置によることができる。 

※ここでいう出水への対応策とは、台風の接近などによる河川水位の上昇に備え、仮締切の上

に土のうなど設置する対策をいう。 

※設計対象水位（後述） 

（２）堤防開削を行わない場合 

流水の通常の作用に対して十分安全な構造とすると共に、出水に伴い周辺の河川管理施設等

に影響を及ぼさない構造とする。 

４－２．設計対象水位 

（１）堤防開削を伴う場合 

① 出水期においては計画高水位（高潮区間にあたっては計画高潮位）とする。 

② 非出水期においては非出水期間の既往最高水位または既往最大流量を仮締切設置後の河積

で流下させるための水位のうちいずれか高い水位とする。但し、当該河川の特性や近年の出

水傾向等を考慮して変更することができる。 

 なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水
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位とすることができる。 

③ 出水期、非出水期に係わらず、既設堤防高が①②より求められる水位より低い場合は、既設

堤防高とすることができる。 

（２）堤防開削を伴わない場合 

出水期、非出水期を問わず、工事施工期間の過去５ケ年間の時刻最大水位を目安とする。但

し、当該水位が５ケ年間で異常出水と判断される場合は、過去10 ケ年の２位の水位を採用する

ことができるものとする。 

なお、既往水文資料の乏しい河川においては、近隣の降雨資料等を勘案し、十分安全な水位

とすることができる。 

４－３．高さ 

（１）堤防開削を伴う場合 

① 出水期においては既設堤防高以上とする。 

② 非出水期においては設計対象水位相当流量に余裕高（河川管理施設等構造令第20条に定める

値）を加えた高さ以上とし、背後地の状況、出水時の応急対策等を考慮して決定するものと

する。但し、既設堤防高がこれより低くなる場合は既設堤防高とすることができる。 

※ここでいう出水時の応急対策とは、台風接近時などに河川水位の上昇に備え、仮締切の上に

土のうを設置するなどの対策をいう。 

（２）堤防開削を伴わない場合 

出水期、非出水期を問わず４－２．（２）で定めた設計対象水位とする。但し、波浪等の影響

等これによりがたい場合は、必要な高さとすることができる。 

なお、本基準の目的に鑑み、上記により求めた高さを上回らない範囲で別途定めることができ

る。 

４－４．天端幅 

（１）堤防開削を伴う場合 

仮締切の天端幅は河川管理施設等構造令第21 条に定める値以上とする。但し、鋼矢板二重

式工法による場合は大河川に於いては５ｍ程度、その他の河川に於いては３ｍ程度以上とする

ものとし、安定計算により決定するものとする。 

（２）堤防開削を伴わない場合 

構造の安定上必要な値以上とするものとする。 

４－５．平面形状 

仮締切の平面形状は流水の状況、流下能力等にできるだけ支障を及ぼさないものとする。 

４－６．取付位置 

（１）河川堤防にかわる仮締切 

堤防開削天端（a－a'）より仮締切内側迄の長さ（Ｂ）は、既設堤防天端巾または、仮締切

堤の天端巾（Ａ）のいずれか大きい方以上とする。 

※仮締切の現況堤防との接続は矢板を現況堤防に嵌入させてもよい。但し嵌入させた場合は後

述する７ 堤体の復旧に従って矢板の引き抜きによる堤体のゆるみ及び基礎地盤のゆるみに

対する補強対策を行うものとする。 

５ 流下能力の確保と周辺河川管理施設等への影響 

５－１．堤防開削を伴う場合 

（１）出水期 

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下能力が確保されていることを確認し、不足する場

合は河道掘削、堤防嵩上げ等の対策を実施するものとする。 

（２）非出水期 

仮締切設置後の断面で４－２．（１）②で定める仮締切設計対象水位時の洪水流量に対する

流下能力が一連区間において確保されていることを確認し、不足する場合は河道掘削、堤防嵩

上げ等の対策を実施するものとする。 
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５－２．堤防開削を伴わない場合 

（１）出水期 

仮締切設置後の断面で一連区間の現況流下能力を確保することを原則とし、不足する場合は

適切な対策工を施すと共に、出水期の水没に伴い周辺の河川管理施設等に被害を及ぼすことの

ないよう仮締切自体の構造に配慮することとする。 

（２）非出水期 

仮締切設置後の断面で非出水期期間中の最大流量に対する流下能力を一連区間において確

保することを原則とし、不足する場合は適切な対策を施すと共に、出水期の水没に伴い周辺の

河川管理施設等に被害を及ぼすことのないよう仮締切自体の構造に配慮することとする。 

※流下能力の算定は不等流計算等により行うことができる。 

※出水の状況によっては仮締切周辺の河川管理施設等に被害を生じる場合があるため、必要に

応じて対策を施す。 

※堤内地盤高が各々の場合で想定される水位以上である場合はこの限りではない。 

６ 補強 

川表側の仮締切前面の河床及び仮締切取付部の上下流概ねＤ＝２Ａの長さの法面は設計対象水位

以上の高さまで鉄線蛇篭等で補強するものとする。 

また、仮締切を川裏に設置する場合には、堤防開削部の法面は設計対象水位以上の高さまで鉄線蛇

篭等により補強するものとする。 

７ 堤体の復旧 

仮締切撤去後の堤体部は表土１ｍ程度を良質土により置き換え、十分に締固め復旧すると共に、必

要に応じて堤防及び基礎地盤の復旧も行うものとする。 

なお、水衝部では川表側の法面は、ブロック張等で法覆を施すものとする。 

８ その他 

この基準は、一般的基準を示したものであり、異常出水や背後地の著しい変化等により、これによ

ることが適当でない場合には治水上の安全を十分考慮し、別途措置するものとする。 
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17. 三重県産業廃棄物税条例 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16395017913.htm ） 

 

18. 三重県生活環境の保全に関する条例 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/KANSEI/HP/m0049900006.shtm ） 

 

19. 三重県リサイクル製品利用推進条例 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm ） 

 
 

20. 三重県リサイクル製品利用推進条例施行規

則 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm ） 

 

21. みえ・グリーン購入基本方針 
 

三重県ＨＰ 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/GYOUKAKU/HP/84547044152.htm ） 

 

22. 三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱 
 

三重県ＨＰ（建設業のための広場） 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/32280030370.htm ） 

 

 

 

 

https://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/16395017913.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/KANSEI/HP/m0049900006.shtm
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/eco/recycle/index_00006.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/GYOUKAKU/HP/84547044152.htm
https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/32280030370.htm
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23. 施工体制台帳に係る書類の提出について 
 

令和3年3月5日付け国官技第319号、国営建技第16号、 

令和3年3月22日付け国港技第90号 

大臣官房技術調査課長、大臣官房官庁営繕部整備課長から 

各地方整備局企画部長、各地方整備局営繕部長あて 

 

「施工体制台帳に係る書類の提出について」の改正について 

「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０日付け国官技第７０号、 

国営技第３０号）を別紙のとおり改正したので、貴職におかれては、遺漏なきよう措置され 

たい。 

                                                 

（別紙） 

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 

 

１．目的 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく 

適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建 

設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制 

を把握するとともに、受注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項 

について提出させ、発注者においても的確に施工体制を把握することを目的と 

する。 

２．対象工事 

工事を施工するために、下請契約を締結した工事。 

３．記載すべき内容 

（１）建設業法第２４条の８第１項及び建設業法施行規則第１４条の２に掲げ 

る事項 

（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名 

（３）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期 

（注１）提出様式は、別添 様式例を参考とする。 

（注２）施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について（通 

知)」(平成７年６月２０日付け建設省経建発第１４７号、最終改正令 

和３年３月２日付け国不建第４０４～４０５号）を参考とする。 

４．提出手続き 

主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳等に 

係る書類を、工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が 

生じる場合は、そのつど、提出させるものとする。 

施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。 

５．提出根拠 

・建設業法第２４条の８ 

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条 

６．適用 

本通知は、令和２年１０月１日以降に契約する工事に適用するものとする。 
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平成７年６月２０日 

建設省経建発第１４７号 

 

最終改正：令和３年３月２日 

国不建第４０５号 

 

 

 

 

 

各都道府県建設業主管部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

施工体制台帳の作成等について(通知) 

 

建設業法の一部を改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９

日から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正

化法」という。）の適用対象となる公共工事（以下単に｢公共工事｣という。 ）は、発注

者へその写しの提出等が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等の一部を改

正する法律（平成２６年法律第５５号）により、平成２７年４月１日から、公共工事に

ついては、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結す

る場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなった。

加えて、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改

正する法律（令和元年法律第３０号）、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部

を改正する省令（令和２年国土交通省令第６９号）等により、施工体制台帳の記載事項

として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」

を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われた。 

このため、これらの的確な運用に資するため、施工体制台帳の作成等を行う際の指針

を下記のとおり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、事務処理に当たって遺

漏のないよう措置されたい。 

 

 

 

記 

 

 

一 作成建設業者の義務 

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２４条の

８第１項（入札契約適正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の規定により施工体制台帳を作成しなければならない場
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合における建設業者（以下「作成建設業者」という。）の留意事項は次のと

おりである。 

（１） 施工計画の立案 

施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者から

直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、民

間工事（公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。 ）においては発注者

から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が

4,000 万円（建築一式工事にあっては、6,000万円）以上となったときに生

じるものである。このため、特に民間工事については、監理技術者の設置

や施工体制台帳の作成等の要否の判断を的確に行うことができるよう、発

注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、建設工事を請

け負う前に下請負人に施工させる範囲と下請代金の額に関するおおむねの

計画を立案しておくことが望ましい。 

（２） 下請負人に対する通知 

公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために下

請契約を締結したとき、民間工事においては下請契約の額の総額が4,000 

万円（建築一式工事にあっては、6,000 万円）に達するときは、 

① 作成建設業者が下請契約を締結した下請負人に対し、 

ａ 作成建設業者の称号又は名称 

ｂ 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときには法第２４条の８第２項の規定による通知（以下「再

下請負通知」という。）を行わなければならない旨 

ｃ 再下請負通知に係る書類（以下「再下請負通知書」という。）を

提出すべき場所 

の 3 点を記載した書面を通知しなければならない。 

② ①のa、b 及びc に掲げる事項が記載された書面を、工事現場の見や

すい場所に掲げなければならない。 

上記①及び②の書面の記載例としては、次のようなものが考えられる。 

〔①の書面の文例〕 

下請負人となった皆様へ 

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事につ

いては、建設業法 (昭和２４年法律１００号) 第２４条の８第１項の

規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなってい

ます。 

この建設工事の下請負人 (貴社) は、その請け負ったこの建設工事

を他の建設業者を営むもの  ( 建設業の許可を受けていないものを含み

ます。) に請け負わせたときは、 

イ 建設業法第２４条の８第２項の規定により、遅滞なく、建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号。以下「規則」という。 ）

第１４条の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで

提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類

に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の 
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通知書を提出しなければなりません。 

ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書

面を複写し通知して、 「もしさらに他の者に工事を請け負わせたと

きは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対する

この書面の写しの通知が必要である」旨を伝えなければなりません。 

作成建設業者の商号 ○○建設(株) 

再下請負通知書の提出場所 工事現場内 

建設ステーション／△△営業所 

 

〔②の書面の文例〕 

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の

建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４第１項に規定する再

下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更

が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてく

ださい。 

○○建設（株） 

 

また、①の書面による通知に代えて、規則第１４条の３第５項で定めると

ころにより、当該下請負人の承諾を得て、①ａ、ｂ及びｃに掲げる事項を電

磁的方法により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、

当該書面による通知をしたものとみなす。 

（３） 下請負人に対する指導等 

施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人

の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知書を提出する

よう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成に

必要な情報の把握に努めなければならない。 

（４） 施工体制台帳の作成方法 

施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その

作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそ

れぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文者を経由して提

出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人

に関する情報に基づいて行うこととなるが、作成建設業者が自ら記載して

もよいし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された

再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請

負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければなら

ない。 

〔例〕発注者から直接建設工事を請け負った建設業者をＡ社とし、Ａ社が

下請契約を締結した建設業を営む者をＢ社及びＣ社とし、Ｂ社が下請契

約を締結した建設業を営む者をＢa 社及びＢb 社とし、Ｂb 社が下請契約

を締結した建設業を営む者をＢba 社及びＢbb 社とし、Ｃ社が下請契約を

締結した建設業を営む者をＣa社、Ｃb社、Ｃc社とする場合における施工 
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体制台帳の作成は、次の 1) から 10) の順で記載又は再下請負通知書の

整理を行う。 

１）Ａ社自身に関する事項（規則第１４条の２第１項第１号）及び Ａ社

が請け負った建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第２号） 

２）Ｂ社に関する事項 （規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号） 

３）Ｂa 社に関する･･･〔Ｂ社が提出する再下請負通知書等に基づき記載 

又は添付〕 

４）Ｂb社に関する･･･ 〔Ｂ社が提出する 

〃 〕 

５）Ｂba社に関する･･･〔Ｂb社が提出する 

〃 〕 

６）Ｂbb社に関する･･･〔Ｂb社が提出する 

〃 〕 

７）Ｃ社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ 

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号） 

 

８）Ｃa社に関する･･･ 〔Ｃ社が提出する再下請負通知書等に基づき記載 

又は添付〕 

９）Ｃb社に関する･･･ 〔Ｃ社が提出する 

〃 〕 

10）Ｃc社に関する･･･ 〔Ｃ社が提出する 

〃 〕 

また、添付書類についても同様に整理して添付しなければならない。 

施工体制台帳は、一冊に整理されていることが望ましいが、それぞれの

関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えない。 

また、規則第１４条の２第１項各号及び同条第２項各号に掲げる事項が、（同条

第２項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類す

る方法により）電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、

必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に

表示されるときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付書類に代える

ことができる。 

Ａ社 1) 

 

             Ｃ社 7)          Ｂ社 2) 

 

Ｃc Ｃb Ｃa     Ｂb    Ｂa 

社 10) 社 9) 社 8)    社 4)   社 3) 

 

Ｂbb     Ｂba 

社 6)     社 5) 
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（５） 施工体制台帳を作成すべき時期 

施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実

が生じ、又は明らかとなった時（規則第１４条の２第１項第１号に掲げる

事項にあっては、作成建設業者に該当することとなった時）に遅滞なく行

わなければならないが（規則第１４条の５第３項） 、新たに下請契約を締

結し下請契約の総額が ( 1 ) の金額に達したこと等により、この時よりも

後に作成建設業者に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当す

ることとなった時に上記の記載又は添付をすれば足りる。 

また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付

すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当するこ

ととなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。 

（６） 各記載事項及び添付書類の意義 

施工体制台帳の記載に当たっては、次に定めるところによる。 

① 記載事項（規則第１４条の２第１項）関係 

イ 第１号イの「建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業

の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別

を明示して、記載すること。この際、規則別記様式第１号記載要領６の

表の（）内に示された略号を用いて記載して差し支えない。 

ロ 第１号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。 

ハ 第２号イ及びトの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的

な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。 

ニ 第２号ロの｢営業所｣は、作成建設業者の営業所を記載すること。 

ホ 第２号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第７条第２号イに該

当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同号

ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに

該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名

称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載す

る。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第１５条第２号イに

該当する者であるときはその有する規則別表（２）に掲げられた資格の

名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験（土木）」

のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者（土

木）」のように記載する。 

ヘ 第２号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、

実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記

載すること。 

ト 第２号ヘの「監理技術者補佐資格」は、その者が法第７条第２号イに

該当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同

号ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハ

に該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の

名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載

し、その者が称する称号を「１級土木施工管理技士補」のように記載す 
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る。 

また、その者が法第１５条第２号イに該当する者であるときはその有

する規則別表（２）に掲げられた資格の名称を、同号ロに該当する者で

あるときは「指導監督的実務経験（土木）」のように、同号ハに該当す

る者であるときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。 

チ 第２号トの「主任技術者資格」は、その者が法第７条第２号イに該当

する者であるときは「 実務経験（指定学科･土木）」のように、同号ロ

に該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに該

当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称

を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。 

リ 第２号チ及び第４号チの「建設工事に従事する者」は、建設工事に該

当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに従事する者については、

必ずしも記載する必要はない。 

また、「中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該

当する者であるか否かの別」は、建設業退職金共済制度又は中小企業退

職金共済制度への加入の有無を記入すること。 

また、「安全衛生に関する教育の内容」は、労働安全衛生法（昭和４

７年法律第５７号）に規定されている、職長等の職務に新たに就くこと

になったものが受けることとされている安全又は衛生のための教育や、

労働者を雇い入れたときに行うその従事する業務に関する安全又は衛

生のための教育についての受講状況等を記載すること（例：雇入時教育、

職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）。 

また、「建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格」は登録

基幹技能者資格やその他の施工に係る各種検定について有している資

格を記載すること（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）。

なお、本項目については、各技能者の有する技能を記載することで適正

な処遇の実現の一助とするものであり、記載を望まない者に対して記載

を求める性質のものではないことから、任意の記載項目となっているこ

とに留意すること。 

ヌ 第２号リ及び第４号リの「一号特定技能外国人、外国人技能実習生及

び外国人建設就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれら

の者の有無を記載すること。 

ル 第３号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けてい

るものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この

際、規則別記様式第１号記載要領６の表の（）内に示された略号を用い

て記載して差し支えない。 

② 添付書類(規則第１４条の２第２項)関係 

イ  第１号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下

請契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消され

ているもので差し支えない。 

ただし、公共工事については、全ての下請契約について請負代金の

額は明記されていなければならない。 
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なお、同号の書類には、法第１９条第１項各号に掲げる事項が網羅

されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等

は、ここでいう書類に該当しない。 

ロ  第２号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書

面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についての

み添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項又は規則第１３条

第２項に規定する書面を添付すること。 

ハ  第３号の「監理技術者補佐資格を有することを証する書面」は、作

成建設業者が置いた建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第

２８条第１号又は第２号の要件を満たす者についてのみ添付すればよ

く、具体的には、規則第３条第２項に規定する書面及び施工技術検定

規則（昭和３５年建設省令第１７号）別記様式第６号（イ）による１

級技術検定（第一次検定）合格証明書の写し等又は規則第１３条第２

項に規定する書面を添付すること。 

ニ  第４号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建

設業者が置いた規則第１４条の２第１項第２号トに規定する者につい

てのみ添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項に規定する書

面を添付すること。 

（７） 記載事項及び添付書類の変更 

一度作成した施工体制台帳の記載事項又は添付書類(法第１９条第１項

の規定による書面を含む。) について変更があったときは、遅滞なく、当

該変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更

後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を

添付しなければならない。 

変更後の事項の記載についても、 （４) に掲げたところと同様に、作成

建設業者が自ら行ってもよいし、変更後の所定の記載事項が記載された書

面や各下請負人から提出された変更に係る再下請負通知書を束ねるように

してもよい。 

（８） 施工体系図 

施工体系図は、作成された施工体制台帳をもとに、施工体制台帳のいわ

ば要約版として樹状図等により作成の上、工事現場の見やすいところに掲

示しなければならないものである。 

ただし、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲示しなければならない。 

その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。 

①  施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人

に限り表示すれば足りる（規則第１４条の６第３号）。なお、｢現にその

請け負った建設工事を施工している｣か否かは、請負契約で定められた工

期を基準として判断する。 

②  施工体系図の掲示は、遅くとも上記①により下請負人を表示しなければ

ならなくなったときまでには行う必要がある。また、工期の進行により表

示すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更し 
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て表示しておかなければならない。 

③  施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」(規則第１４条の６第２号

及び第４号)は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるよう

な工種の名称等を記載すること。 

④  施工体系図は、その表示が複雑になり見にくくならない限り、労働安全

等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えな

い。 

⑤  施工体系図又はその写しは、法第４０条の３及び規則第２６条第５項に

定めるところにより営業所への保存が義務付けられているが、電子計算機

に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該

営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示され

るときは、当該記録をもって施工体系図又はその写しに代えることができ

る。 

（９） 施工体制台帳の発注者への提出等 

作成建設業者は、発注者からの請求があったときは、備え置かれた施工

体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。 

ただし、公共工事については、作成した施工体制台帳の写しを提出しな

ければならない。 

（１０）施工体制台帳の備置き等 

施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った

建設工事目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、

請負契約に基づく債権債務が消滅した場合 (規則第１４条の７。請負契約

の目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等に伴い、請負契約の

目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した

場合を指す。) には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。 

（１１）法第４０条の３の帳簿への添付 

施工体制台帳の一部は、上記 (１０) の時期を経過した後は、法第４０

条の３の帳簿の添付資料として添付しなければならない。すなわち、上記

( １０) の時期を経過した後に、施工体制台帳から帳簿に添付しなければ

ならない部分だけを抜粋することとなる。このため、施工体制台帳を作成

するときには、あらかじめ、帳簿に添付しなければならない事項を記載し

た部分と他の事項が記載された部分とを別紙に区分して作成しておけば、

施工体制台帳の一部の帳簿への添付を円滑に行うことが出来ると考えられ

る。 

また、規則第２６条第２項第３号に掲げる施工体制台帳の一部が、スキ

ャナにより読み取る方法その他これに類する方法により電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該営業所にお

いて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録を

もって同号に掲げる施工体制台帳の一部に代えることができる。 

 

二 下請負人の義務 

施工体制台帳の作成等の義務は、作成建設業者に係る義務であるが、施工 
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体制台帳が作成される建設工事の下請負人にも次のような義務がある。 

（１） 施工体制台帳が作成される建設工事である旨の通知 

その請け負った建設工事の注文者から一 （２） ①の書面の通知を受けた

場合や、工事現場に一 (２) ②の書面が掲示されている場合は、その請け

負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときに以下に述べる

ところにより書類の作成、通知等を行わなければならない。 

（２） 建設工事を請け負わせた者及び作成建設業者に対する通知 

(１) に述べた場合など施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人

となった場合において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に

請け負わせたときは、遅滞なく、 

① 当該他の建設業を営む者に対し、一 (２)①の書面を通知しなければな

らない。なお、書面による通知に代えて、規則第１４条の４第７項で定め

るところにより、当該他の建設業を営む者の承諾を得て、一（２）①ａ、

ｂ及びｃに掲げる事項を電磁的方法により通知することができる。この場

合において、当該下請負人は、書面による通知をしたものとみなす。 

② 作成建設業者に対し、(３) に掲げるところにより再下請負通知を行わ

なければならない。 

（３） 再下請負通知 

① 再下請負通知は、規則第１４条の４に規定するところにより作成した書

面 (以下｢再下請負通知書｣という。)をもって行わなければならない。再

下請負通知書の作成は、再下請負通知人がその請け負った建設工事を請け

負わせた建設業を営む者から必要事項を聴取すること等により作成する

必要があり、自ら記載をして作成してもよいし、所定の記載事項が記載さ

れた書面を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ご

とに行わなければならない。 

② 再下請負通知書の作成及び作成建設業者への通知は、施工体制台帳が作

成される建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設

業を営む者に請け負わせた後、遅滞なく行わなければならない(規則第１

４条の４第２項)。 

また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が新たに下請契約

を締結した場合や下請契約の総額が一(1)の金額に達したこと等により、

施工途中で再下請負通知人に該当することとなった場合において、当該該

当することとなった時よりも前に記載事項又は添付書類に係る事実に変

更があった時も、再下請負通知人に該当することとなった時以降の事実に

基づいて再下請負通知書を作成すれば足りる。 

③ 再下請通知書に添付される書類は、請負代金の額について記載された部

分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、

当該部分は記載されていなければならない。 

④ 一度再下請負通知を行った後、再下請負通知書に記載した事項又は添付

した書類(法第１９条第１項の規定による書面)について変更があったと

きは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されてい

る事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加 
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えて変更後の書類を添付しなければならない。 

⑤ 作成建設業者に対する再下請負通知書の提出は、注文者から交付される

一 (２) ①の書面や工事現場の掲示にしたがって、直接に作成建設業者に

提出することを原則とするが、やむを得ない場合には、直接に下請契約を

締結した注文者に経由を依頼して作成建設業者あてに提出することとし

ても差し支えない。 

⑥ 再下請負通知及びその内容の変更の通知は、作成建設業者の承諾を得て、

電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請負

人は、書面による通知をしたものとみなす。 

また、規則第１４条の４第３項に規定する書面の写しの記載事項がスキ

ャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機

その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第

１４条の４第３項に規定する添付書類に代えることができる。 

 

三 施工体制台帳の作成等の勧奨について 

下請契約の総額が一 (１) の金額を下回る民間工事など法第２４条の８第

１項の規定により施工体制台帳の作成等を行わなければならない場合以外の

場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、規則第１４条の

２から第１４条の７までの規定に準拠して施工体制台帳の作成等を行うこと

が望ましい。 

また、より的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、

規則第１４条の２等においては記載することとされていない安全衛生責任者

名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理

由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。 
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24. 河川工事等の工事看板の取扱いについて 
（令和3年5月27日 国水環第26号 国水治第22号 国水保第8号  

国水海第10号）  
 

標記については、令和２年２月２１日付け国水環第１１５号・国水治第１３５号・国水保第１０３

号・国水海第８２号「河川工事等の工事看板の取扱いについて」により通知したところです。 
先般、令和２年１２月１１日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策（以下、「加速化対策」）」における各種取組に関する情報について、施設利用者や周辺住民等に対

して広く、かつ、わかりやすく発信することが今後も継続的に必要です。 
このため、加速化対策の取組が推進されるよう、別添のとおり工事看板の新たな記載例を定めまし

たので、貴管内各現場への周知徹底を改めてよろしくお願いします。 
なお、令和２年２月２１日付け国水環第１１５号・国水治第１３５号・国水保第１０３号・国水海

第８２号「河川工事等の工事看板の取扱いについて」は、廃止します。 
 

 

別添：工事看板の主な記載例 
基本例 ○○を防ぐため、○○を○○しています 

 ○○を守るため、○○を○○しています 

 ○○を点検するため、○○を○○しています 

 

主な工種等 記載例 

築堤 洪水被害を防ぐため、堤防を整備しています 

河道掘削 洪水被害を防ぐため、土砂を撤去しています 

護岸 ○○を守るため、護岸を整備しています 

堤防除草 堤防を点検するため、草を刈っています 

河川樹木伐採 洪水を防ぐ河川の流れを保つため、樹木を切っています 

法面補修 堤防強化のため、のり面を補修しています 

老朽化対策 施設の機能を保つため、○○を補修（更新）しています 

無動力化・自動化・遠隔化 施設の機能を向上させるため、無動力化（自動化・遠隔化）を行っています 

環境整備 良好な水辺空間創出のため、○○を整備しています 

災害復旧 
壊れた護岸を直しています 

堤防を強くするため、○○を整備しています 

離岸堤、人工リーフ 高波から海岸を守る施設を整備しています 

砂防堰堤 土砂災害を防ぐ、砂防堰堤を整備しています 

地すべり対策 
（排水ボーリング工） 

地すべり災害を防ぐため、地下水を抜いています 

※工事の目的をできるだけ簡潔に伝えるよう工夫願います 

※なお、すでに運用いている記載例がある場合はその限りではありません 

・主な工種等の記載に加え以下を記載する。 

対象工事 記載内容 

流域治水プロジェクト 

関係工事 

○○水系流域治水プロジェクト 

防災・減災対策に資 

する工事（総力戦で挑む防

災・減災プロジェクト） 

いのちとくらしをまもる防災減災 

「防災・減災、国土強靱化 

のための５か年加速化対 

策」に基づく工事 

いのちとくらしをまもる防災減災 

国土 強靱化
きょうじんか

対策工事（５か年加速化対策） 
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25. 三重県 CALS 電子納品運用マニュアル 
 

三重県ＨＰ（CALS/EC） 

（ https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/cals/index.htm ） 

 

 

 

 

26. 石綿障害予防規則の解説について 
（令和2年10月28日基発1028第1号、一部改正令和3年3月29日） 

 

 （ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/210219-06.pdf ） 

 

 厚生労働省ＨＰ 

 （ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html ） 

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/cals/index.htm
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/210219-06.pdf
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
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